沖建協発第　101号
平成20 年9月4日
会　員　各　位

　　社団法人　沖縄県建設業協会
会　長　　呉　屋　守　將
( 公 印 省 略 ) 
工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の

活用状況等に関する調査について(お願い)
謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、本年6月13日、最近の資材価格(燃料油、鋼材)の高騰を踏まえ国土交通省直轄工事を対象に標記事項に基づく単品スライド条項が昭和55年以来28年ぶりに発動されました。

また、沖縄県におきましても7月11日付けで県発注工事に適用され、市町村についても拡大していることと思います。

そこで、今後の運用方法等についての検討に資するため、現状で把握できる範囲で結構ですので、大変急なお願いで申し訳有りませんが別紙の調査票を記入のうえ下記事務局宛て、メール又はＦＡＸにて送付頂きますようお願い致します。

謹白
記

回答期限：平成20年9月19日（金）

提 出 先：(社)沖縄県建設業協会　庶務課　宛

　担当：源河、呉屋

ＦＡＸ　０９８－８７０－４５６５

ＴＥＬ　０９８－８７６－５２１１

メール　member@okikenkyo.or.jp
社団法人 沖縄県建設業協会

庶務課　　宛

単品スライド条項の活用状況等に関する調査回答書

■会社名：　　　　　　　　　　　　　　

（ご担当者名：　　　　　　　　　　TEL：　　　　　　　　　　）
· 調査項目

問１．御社におきまして工事契約書第25条第5項の適用に基づく請負代金額の変更請求をされたことがありますか。

１．あり　　　　　　　　　　　　　　　　　２．なし

「1.あり」と答えた方は活用状況（実際に単品スライド条項を適用した工事件数）についてご記入下さい。

	発注者
	件数

	国
	件

	沖縄県
	件

	市町村
	件

	関係団体等
	件

	合　計
	件


問２．活用・運用上の課題・要望事項について問１の有無にかかわらずご記入下さい。


以　上

（別　紙）





FAX　０９８－８７０－４５６５












































